


1

本事業の背景と目的

事業概要と目次

• 産業保安分野においては、近年、スマート保安に関わるような新たなテクノロジーの発展をはじめとして、 保安人材の

枯渇、自然災害の激甚化/頻発化等、様々な環境変化が生じている。

• こうした中、令和２年６月、官民が連携してスマート保安を強力に推進するため、官民のトップによる「スマート保安官

民協議会」を設置し、その第１回を開催して、スマート保安に向けた基本方針を決定した。

• 基本方針では、スマート保安の先進事例を発信するなど、スマート保安による安全性や効率性の効果についての理

解を促すことにより、スマート保安に向けた投資の促進・加速を図ることを明記している。

• また、上記産業保安を取り巻く様々な環境変化の中で、産業保安に係る規制の体系のあり方を横断的に検討する

観点から、令和３年１月に設置した「産業保安基本制度小委員会」では、電力、高圧ガス、都市ガス、液化石油

ガス等に係る産業保安規制体系のあり方について検討し、スマート保安の促進を念頭に置いた新たな制度的措置の

重要性についても示されたところ。

本調査の

背景

• 上記背景を踏まえ、産業界による積極的なスマート保安への投資を促す観点から、産業保安における先行事例の収

集等を実施し、また産業保安に係る規制体系のあり方の検討のため、産業保安規制に関する調査を実施した。

本調査の

目的
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目次

事業概要と目次

報告書目次 ページ数

本編
1

テクノロジーの発展等の産業保安環境の変化に関する調査 P,3-9

ⅰ
事例集作成方針 P,5-7

ⅱ
ヒアリング対象事業者の選定ロジックとヒアリング対象 P,8-9

2
スマート保安の深化 P,10-20

ⅰ
ファクトとペインポイント P,12-17

ⅱ
ペインポイントの対応策 P,18-20

3
マクロ政策指標 P,21-30

ⅰ
２つのマクロ政策指標 P,22-30

ⅱ
技術導入の進捗度合いに関するマクロ政策指標 P,31-37

ⅲ
技術導入による効果の発現度合いに関するマクロ政策指標 P,38-43

4
スマート保安官民協議会の開催のサポート P,44-46

5
日米欧における水素関連規制調査 P,47-82

ⅰ
欧米におけるパイプラインに係る水素関連規制 P,49-73

ⅱ
日本におけるパイプラインに係る水素関連規制適用の考え方 P,74-76

ⅲ
日本におけるパイプラインに係る技術要件整理 P,77-80

ⅳ
日本における受入・貯蔵に係る水素関連規制適用の考え方 P,81-82
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事例集作成の背景・目的

１．テクノロジーの発展等の産業保安環境の変化に関する調査

◼背景と目的

⚫ 「スマート保安」を強力に推進するべく、「スマート保安先行事例集～安全性と収益性の両立に向けて～」（平成29年４月

経済産業省保安課）」で取り上げた事例をはじめ、先進事例を発信するなど、スマート保安による安全性や効率性についてさ

らに理解を促すことによりスマート保安に向けた投資の加速を図ることを、スマート保安に向けた基本方針として明記している。

⚫ 特に、平成29年時点以降に取り組まれている、産業保安における先行事例の収集を実施して、事例集を作成・公表すること

により、「これまでスマート保安に取り組んでこなかったプレイヤー」に関心を持ってもらいスマート保安の導入を後押しすること、及び

「スマート保安に取組中のプレイヤー」の更なる展開・定着を後押しすることが重要である。

◼概要

⚫ 保安に関する先端技術を導入したことで成果を得た企業の事例収集およびそれを取りまとめた「先行事例集」を実施した。具

体的には、①事例集のコンテンツの検討並びに事例集に掲載する事業者の検討、②スマート保安の導入において先進的な事

業者へのヒアリング、②ヒアリング結果を踏まえた「先行事例集」の作成を行った。
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事例集の作成方針

１．テクノロジーの発展等の産業保安環境の変化に関する調査 ⅰ事例集作成方針

◼ 事例集を作成・公表することによって、「これまでスマート保安に取り組んでこなかったプレイヤー」に関心を持ってもらいスマート保安の導

入を後押しすること、「スマート保安に取組中のプレイヤー」の更なる展開・定着を後押しすることを目的として、コンテンツを検討した。

◼ 事例集の作成にあたっては、上記のポイントを達成できるように下記の観点でコンテンツの整理を実施した。

⚫ 多様な分野の取り組みを技術起点で整理して「スマート保安とは何か」を理解してもらうことで、関心を喚起する。

⚫ 効果が生まれるロジックを詳細に説明して「スマート保安の期待効果」をイメージアップしてもらうことで、検討のきっかけを付与する。

⚫ 現場目線で各プロセスごとに役に立つ「スマート保安導入のTIPS」を共有することで、スマート保安の導入・展開を後押しする。

これまでスマート

保安に取り組ん

でこなかったプレ

イヤー

スマート保安に取

組中のプレイヤー

想
定
読
者

事例の紹介

技術概要・活用条件 期待効果
あるある問題事例と

対応策

ノウハウの共有

コンテンツ

「技術概要」「期待効果」「活用条件」を理解することで、

スマート保安の活用場面をイメージアップ

（＝“使える”“使いたい”気持ちを喚起）

開発中/導入済みの技術と比較

することで、今後の技術開発の方

向性をイメージアップ

期待効果の全体像と自社の現

状を比較することで、自社の取組

状況を客観的に評価するととも

に、今後の展開についての検討

を促進

「あるある問題事例と対応策」を

事前に知ることで、

導入を円滑化

直面している問題への対応策を

参照・実施することで、

導入/定着、普及/展開、統合

化/最適化を促進

先行事例集の想定読者と各コンテンツの役割
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事例集の目次（案）

１．テクノロジーの発展等の産業保安環境の変化に関する調査 ⅰ事例集作成方針

下記の目次（案）に基づいて、事例集の各パートを作成した。詳細については、別冊「スマート保安先進事例集」をご確認いただきたい。

３章：スマート保安の期待効果

⚫２章で紹介した事例における期待効果が生まれるロジックの説明

⚫保安領域における業界課題とスマート保安により期待される効果の対応関係

４章：スマート保安の検討・開発・導入・定着・展開時に想定されるKFS(重要成功要因)一覧

⚫スマート保安の検討・開発・導入・定着・展開の実務ステップとKFS(重要成功要因)の一覧

⚫各プロセスでのKFS(重要成功要因)詳細

※２章で取り上げた事業者におけるケーススタディ含む

２章：スマート保安における先進事例

⚫技術概要が分かる写真・イメージ図

⚫各分野ごとに用意する項目

⚫プロセスの全体像、スマート保安技術が対象とするプロセス

⚫業務プロセスのBEFORE/AFTER

1章：本事例集の概要

⚫本事例集について

⚫本事例集の読み方

※ペルソナ（これまでスマート保安に取り組んでこなかったプレイヤー、スマート保安に取組中のプレイヤー）ごとの読み方ガイド

目次（案）
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事例集掲載対象事業者

１．テクノロジーの発展等の産業保安環境の変化に関する調査 ⅱ事例集掲載事業者の選定ロジックとヒアリング対象

●：令和２年度補正予算 産業保安高度化推進事業費補助金の採択事業者

■：令和２年度補正予算（３次補正）産業保安高度化推進事業費補助金の採択事業者

★：平成29年度先行事例集で取り上げられた事業者

◆：上記以外にスマート保安に取り組んでいる事業者

カテゴリー AI関連の取組 IoT関連の取組 防爆モビリティ関連の取組

発電所（火

力・水力・太陽

光・風力等）

✓ 関西電力（巡視点検ロボット・診断システム）●

✓ エナジー・ソリューションズ（ドローンとAIを活用した

太陽光発電所の遠隔監視システム）●

✓ 中国電力（IoTプラットフォームを活用した水力発電設備における健全

性の見える化）●

✓ 関西電力（火力発電所の煙突検査におけるドローン活用）●

✓ 神奈川県企業庁（モニタリングシステムを活用した県営水力発電所の

遠隔監視）■

✓ オーナンバ（太陽光発電設備における遠隔監視データを活用した異常

予兆検知システム）■

✓ グリーンパワーインベストメント（風力発電所の外観点検業務における

自動飛行ドローンを活用した点検システム構築）■

✓ ー

鉄塔、受変電

設備

✓ 東北電気保安協会（受変電設備におけるIoTと

AIを組み合わせた点検システムの構築）●■

✓ ハイテックシステム（クラウドAIシステムを活用した送電鉄塔の遠隔監

視）●

✓ －

石油化学・石

油精製プラント

✓ 千代田化工建設・西部石油（装置監視AIを活

用した運転支援システム）●■

✓ 日揮（配管内面腐食のAI予測システム）●■

✓ 横河電機・JSR（ブタジエン生産プラントのAI制御

システム）●

✓ ENEOS（AIによるプラント自動運転を通した保

安に関わる人的リソースの増強）●

✓ 三菱ケミカル（富山事業所）（スマートデバイスを活用した現場作業

における効率化および高度化）■

✓ 住友化学（工場における無線型振動計を活用した設備監視システ

ム）★

✓ 三菱重工業（プラント自動巡回

点検防爆ロボット）●■

ガス管、熱供給

管

✓ 大阪ガス・ニシヤマ・システム計画研究所（パイプ

ライン溶接部のデジタルX線検査）■

✓ 東京ガス（ドローンに搭載したレーザーを用いた遠隔からのガス漏えい検

査）◆

✓ ゾディアック（配管の保守工事における3D配管MAP構築システム）

✓ 北海道ガス（クラウドシステムを活用したガス導管漏洩検査結果の管

理）★

✓ 東京ガス・東京ガスエンジニアリングソリューションズ・ガスター（ガス取り

扱い施設における常時ガス漏洩監視）◆

✓ ー

製鉄所・製造

業

✓ JFEスチール（コークス炉における無線温度センサ

を用いたAI炉温管理）●■

✓ 日本製鉄（インバリアント分析を活用した製鉄所

における異常予兆検知）●■

✓ Liberaware（狭所空間特化型手動点検ドローン、自動巡回点検ド

ローン）●■

✓ －

※ 「事業者名（掲載事業名）」で各事例を記載
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スマート保安の深化の背景・目的と概要

2. スマート保安の深化

◼背景・目的

⚫ さらなるスマート保安の深化に向け、現行規制や専門人材等に関わる事業者の課題をペインポイントを明確化

し、今後は各ペインポイントへの対応策案を検討していくことが重要である。

スマート保安を取り組む上での課題を分析し、各事業者の共通となるペインポイントの取り纏めを行った。

◼概要

⚫ スマート保安に取り組む事業者を対象に、今後取り組みを実践・深化するうえでの課題についてヒアリングを実

施。

⚫ ヒアリング結果を収集・分析するとともに、ペインポイントを具体的に抽出し、それらへの対応について検討した。
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スマート保安を実践・深化させる上でのペインポイント

2. スマート保安の深化 ⅰファクトとペインポイント

ペインポイントヒアリング・アンケートに基づくファクト

ドローン・ローバー

導入・運用

における

規制・資格

への対応• ドローンの保安業務への導入を検討しているが、規制がボトルネックとなっている。具体的な内容としては、公共

の場でない敷地内については事業者の一存で任せて欲しい。

【電力会社】

• ドローンについて、国内の電波法関連の規制は海外より厳しい。

ドローン等での無線通信システムの利用のために、専門の資格の取得や、JUTM（日本無人機運行管理コン

ソーシアム）への登録が必要等、規制が厳しいことが大企業での導入促進に向けた課題の一つとなっているの

で緩和が必要ではないか。

【ドローン・ローバーメーカ】

• グローバルでの防爆規制はIECが取り仕切っているが、

IEC認証に合格しても日本で使用する際には別途国内での再認証が求められる。

開発側にとっては二度手間になってしまう事、また実装までのリードタイムを要してしまう。

【ドローン・ローバーメーカ】
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スマート保安を実践・深化させる上でのペインポイント

2. スマート保安の深化 ⅰファクトとペインポイント

ペインポイントヒアリング・アンケートに基づくファクト

長期開発・導入

に向けた

投資資金の確保

• AI開発は試行錯誤が必要であり開発も長引くことが多いので資金的な支援があると助かる。

【エネルギー会社】

• 防爆の要素技術(センサー類)の開発は防爆性能を実現の上で極めて重要であり、

かつ開発に時間を要してしまう(1年だと不可能)ため、テーマごとの実状に則した委託・補助制度の期間設計を

お願いできるとありがたい。

【ドローン・ローバーメーカ】

• スマート化の実施には一定の資金が必要なため、今後のスマート化の推進のためには、中小企業が導入する際

の支援策が必要なのではないか。

【機器・センサーメーカ】

• 短期の補助事業期間では、期間内で、ソフトウェア開発や、現場での実証実験の実施までを完了することが

難しい。

【ドローン・ローバーメーカ】

• プラントはサプライチェーンでつながっており、一か所への導入では部分最適になるため、

全体最適に向けて上流・下流プロセスへのまとめての導入が必要になる。

業界全体でスマート化に取り組む必要がある。

【機器・センサーメーカ】
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スマート保安を実践・深化させる上でのペインポイント

2. スマート保安の深化 ⅰファクトとペインポイント

ペインポイントヒアリング・アンケートに基づくファクト

技術開発

に向けた

データの確保

デジタル人材の

育成・確保

• データ共有の障壁を壊せるような制度設計を行ってもらえれば、国内でのオープンイノベーションも活性化し、

スマート保安の普及・深化に繋がるのではないか。エンドユーザー側だけの問題ではなく、機器のメーカーによっては

データ共有等について物理的な障壁が存在する場合もある為、サプライヤー側にも改善の余地はある。

【ドローン・ローバーメーカ】

• 昨今では、AIを活用した異常予兆診断が普及しつつあるが、データの観点からは過去の事故発生頻度が低い

為に教師データが不足して開発に苦労している。この点からもデータ共有といった事業者間でのオープンイノベー

ションの促進に繋がるあり方(制度設計)が求められていると感じている。

事業者間での協調領域、競争領域の使い分けが重要となる

【ドローン・ローバーメーカ】

• 複数企業でのエコシステムが構築されれば、企業間の垣根を超えてデータ提供に協力し合うという形はできると

思われる。

【エンジニアリング会社】

• アセットオーナー側がAIやシステム開発、統計処理・計算ロジックについてある程度理解したうえで議論すべきで

あると感じている。なお、当該社員は、製造部門側のスタッフであり、本人の関心と社内教育のおかげでシステ

ムの知識があった。

【エネルギー会社】

• 中小企業の現場作業員には、取得したデータを適切に扱えることや、スマート保安技術を導入・利用できること

が求められる。人材育成の仕組みづくりを検討する必要がある。

【機器・センサーメーカ】













23

マクロ政策指標検討の背景・目的は以下の通り

３．マクロ政策指標 ⅰ２つのマクロ政策指標

◼背景と目的

⚫ 産業保安分野における、スマート保安に関わるテクノロジーの発展状況を踏まえた、産業保安規制などのあり方について、産業

保安基本制度小委員会等の場で検討を行うため、規制体系の検討の前提となる調査を実施した。

⚫ 特に、当該措置に対する事業者のニーズ及び当該措置の政策的必要性・有効性・効果の判断並びに産業保安分野に係る

共通指標の前提となる資料・データを継続的に収集することが望ましいと考えられ、マクロ政策指標の検討およびその指標に関

する分析を行うための調査方法の検討を実施した。

◼概要

⚫ 「スマート保安の浸透度」に関するマクロでの傾向を把握・分析し、政策的示唆を得ることが可能か、検証を実施した。具体的

には、①「スマート保安の浸透度」を定量的に示すことが可能な指標案の検討、②指標案を測定するための調査手法の検討

および調査の実施、③調査結果を踏まえた指標案に関する分析を実施した。
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２つのマクロ政策指標

３．マクロ政策指標 ⅰ２つのマクロ政策指標

◼ 「スマート保安の浸透度」の評価方法を「技術導入の進捗度合い」と「技術導入による効果の発現度合い」という2つの観点で整理し

て、指標及び調査項目の検討を実施した。

◼ 2つの観点に関する指標として、下記の指標（案）から1つずつ指標と質問項目を用意し、アンケート調査を実施することとした。アン

ケート調査では、「最新時点」と「最新時点の1年前」の2時点について各指標に関する質問項目に回答いただいた。

◼ 回答した数値より業界ごとや規模ごとの平均値を算出し、その数値を比較することで、その期間にスマート保安を導入した事業者の

導入の進捗度合いや、導入度合いが進んだ事業者に、生じた導入による効果の発現度合いを測定することを試みた。

マクロ政策評価の観点 指標（案） 把握方法

技術導入の進捗

度合い

技術導入による効

果の発現度合い

スマート保安

の浸透度

対象企業におけるスマート保安の導入状況の4段階

評価

対象企業における事故発生件数

対象企業における営業利益

各企業へのアンケート
（ 「最新時点」と「最新時点の1年前」の2時点）

各企業へのアンケート（場合によっては対象を

選定したうえでヒアリング）
（ 「最新時点」と「最新時点の1年前」の2時点）

各企業へのアンケート
（ 「最新時点」と「最新時点の1年前」の2時点）

対象企業におけるスマート保安の導入状況の4段階

＋詳細評価

対象企業における製造設備の停止時間

対象企業における点検にかかる総作業時間
各企業へのアンケート（場合によっては対象を

選定したうえでヒアリング）
（ 「最新時点」と「最新時点の1年前」の2時点）
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「産業保安高度化推進事業費補助金」実証事業者採択事業者向けアンケート

３．マクロ政策指標 ⅰ２つのマクロ政策指標

【アンケート発出の概要】

◼ 回答期間：2022年3月4日～2022年3月11日

◼ 回答対象：「令和２年度補正産業保安高度化推進事業費補助金」または「令和２年度補正（３次補正）産業保安高度化

推進事業費補助金」に採択された全52事業者

◼ 回答項目：次ページを参照

【調査対象者属性】

◼ 【事業者区分】

⚫ 「令和２年度補正産業保安高度化推進事業費補助金」に採択された事業者（以降、昨年度事業者）：31事業者

⚫ 「令和２年度補正（３次補正）産業保安高度化推進事業費補助金」に採択された事業者（以降、今年度事業者）：35事業者

（両事業に採択された事業者：14事業者）

◼ 【事業区分（事業分野）】

⚫ 電力関連：31事業者、ガス関連：5事業者、石油化学・石油精製関連：11事業者、製鉄：3事業者、その他：2事業者

◼ 【事業区分（技術分類）】

⚫ AI関連：25事業者、IoT関連：22事業者、防爆モビリティ関連：5事業者
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アンケートの分析方針

３．マクロ政策指標 ⅰ２つのマクロ政策指標

【各区分の詳細】

◼ 各事業者が採択された補助事業による区分（以降、事業者区分）：昨年度事業者、今年度事業者

（なお、昨年度事業者かつ今年度事業者である事業者も一定数存在しており、この事業者の成果は昨年度及び今年度事業の双方の成果であると

見なせるため、この事業者の回答は、両方の事業者区分にて重複カウントした。）

◼ 各事業の、スマート保安の技術詳細な導入内容に関する区分（以降、事業区分）

⚫ 事業分野：電気、ガス、石油化学・石油精製、製鉄の4区分

⚫ 技術分野：AI、IoT、防爆モビリティの3区分

分析項目 分析詳細 検証方法

アンケート調査の回収状況及び

各項目の回答状況

各事業者区分別に、どの程度回答が回収可能か、

回答が難しい項目はどういう項目か明らかにする

事業者区分ごとに、回答の回収率、各項目ごとの回答率を比

較する。

各分野ごとの回答結果の頻度分

布

各事業者区分と、各事業の区分別に、2項目の回

答結果の頻度分布を比較して、詳細な傾向を明ら

かにする。

事業者区分と事業区分にて、回答結果の頻度分布を集計し

て、区分別の回答内訳や、区分間での回答結果を比較する。

各分野ごとの回答の経年変化詳

細

各事業者区分別に、進捗度合いに関する質問の回

答結果について、経年変化を測定して、詳細な傾向

を明らかにする。

事業者区分と事業区分にて、回答結果の経年変化を集計し

て、区分別の回答内訳や、区分間での回答結果を比較する。

各事業者区分別に、効果の発現度合いに関する質

問の回答結果について、経年変化を測定して、詳細

な傾向を明らかにする。

事業者区分と事業区分にて、回答結果の経年変化を集計し

て、区分別の回答状況や平均時間削減率を比較する。



30

アンケート回収結果

３．マクロ政策指標 ⅰ２つのマクロ政策指標

事業者からいただいたコメント

◼ 実導入を開始する前段階のため、作業時間の見

積もりができない。

◼ 本事業の導入先が点検プロセス以外（監視

等）であるため、回答できない。

◼ 公開できる数値が限定的である。

今後の調査票の改善策
（次年度以降に向けたアンケート調

査票の修正案を別添「XXX」に記

載）

◼ 本格導入前段階でも、現時点での点検プロセス

にかかる時間を記載いただくよう注意書きの追記

を検討。

◼ 点検プロセスと限定せず、「定期点検等異常を

監視するプロセス」に表現の修正を検討

特になし

【技術導入の進捗度合い】
スマート保安の導入状況について、該当する

段階を１つ選択してください

【技術導入による効果の発現度合い】
年間で実施する点検プロセスごとに、必要な年間総

作業時間を教えてください

事業者からの回収率

質問の回答率※2

42事業者の回答を回収済み（回収率81%）※1

95％ 48％

調
査
概
要

コ
メ
ン
ト
と
反
映
方
針

アンケート調査の回収状況及び各項目の回答状況

※1 一部事業者は両事業に採択されており、アンケート調査時にも2事業者からは、2事業分の回答をいただいた。

※2 「技術導入の進捗度合い」については、1つ目の「最新時点および最新時点から1年前のスマート保安の導入状況について、該当する段階を１つ選択してください。」に回答があった場合

に「回答した」とみなす。

「技術導入の効果の発現度合い」は、 「最新時点」と「最新時点の1年前」の両方にて、定量的な数値の回答があった場合を「回答した」とみなす。

◼ 81％の事業者にアンケートに回答いただいた。また、各質問の回答率は、「技術導入の進捗度合い」の項目は95％、

「技術導入による効果の発現度合い」の項目は46％だった。
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技術分野別では、IoT関連の技術を有する事業者において、作業時間が減少した割合が

24%と最も高かったが、作業時間の減少率の平均はAI分野が26%と最大だった。

３．マクロ政策指標 ⅲ技術導入による効果の発現度合いに関するマクロ政策指標

各技術分野別の事業者の回答集計結果

26％ 10％

各分野ごとの回答

結果の頻度分布

各分野ごとの回答

の経年変化詳細Q. 年間で実施する点検プロセスごとに、必要な年間総作業時間を教えてください。

作業時間の増減率の

分布

（「最新時点の1年前」の

作業時間から「最新時点」の

作業時間の増減率）

作業時間の減少率
（平均値、増減率の絶対値）

AI分野 IoT分野 防爆モビリティ分野

-
（定量数値の回答無）

N=12N=17

※1つの事業者が、複数のプロセスについて作業時間を回答していた場合、各プロセスの回答ごとに増減率を計算して、上記のグラフに記載している。

※減少率の平均値は、定量数値を回答した事業者（経年変化の有無問わず）を母集団として、測定した。
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技術分野別では、IoT関連の技術を有する事業者において、作業時間が減少した割合が

24%と最も高かったが、作業時間の減少率の平均はAI分野が26%と最大だった。

３．マクロ政策指標 ⅲ技術導入による効果の発現度合いに関するマクロ政策指標

各技術分野別の事業者の回答集計結果

※1つの事業者が、複数のプロセスについて作業時間を回答していた場合、各プロセスの回答ごとに増減率を計算して、上記のグラフに記載している。

※減少率の平均値は、定量数値を回答した事業者（経年変化の有無問わず）を母集団として、測定した。

各分野ごとの回答

結果の頻度分布

各分野ごとの回答

の経年変化詳細Q. 年間で実施する点検プロセスごとに、必要な年間総作業時間を教えてください。

21％ 43％

電力 ガス 石油化学・石油精製 製鉄

0％ 0％

N=3N=2N=2N=22

作業時間の増減率の

分布

（「最新時点の1年前」の

作業時間から「最新時点」の

作業時間の増減率）

作業時間の減少率
（平均値、増減率の絶対値）
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スマート保安の導入の進捗度が進むごとに、点検にかかる作業時間について、

1年前からの減少率が大きくなっていた。

３．マクロ政策指標 ⅲ技術導入による効果の発現度合いに関するマクロ政策指標

各技術分野別の事業者の回答集計結果

各分野ごとの回答

結果の頻度分布

各分野ごとの回答

の経年変化詳細Q. 年間で実施する点検プロセスごとに、必要な年間総作業時間を教えてください。

10％

検討段階 開発段階 導入・定着段階 展開段階

19％ 45％

作業時間の増減率の

分布

（「最新時点の1年前」の

作業時間から「最新時点」の

作業時間の増減率）

作業時間の減少率
（平均値、増減率の絶対値）

-
（定量数値の回答無）

N=4N=14N=11

※1つの事業者が、複数のプロセスについて作業時間を回答していた場合、各プロセスの回答ごとに増減率を計算して、上記のグラフに記載しているため、前頁のサンプル数と異なる結果となっている。

※減少率の平均値は、定量数値を回答した事業者（経年変化の有無問わず）を母集団として、測定した。
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スマート保安官民協議会の開催サポートの背景・目的と概要

４．スマート保安官民協議会の開催のサポート

◼背景と目的

⚫ 急速に進む技術革新やデジタル化、少子高齢化等が一層深化する環境変化の中、官民が連携し、 IoTやAIなどの新技術の

導入等により産業保安における安全性と効率性を追求する取組、 いわゆる「スマート保安」を強力に推進するため、2020年6

月、官民のトップによる「スマート保安官民協議会」が開催された。

⚫ 第2回スマート保安官民協議会では、今後のスマート保安の推進に向けた更なる取組について議論を行う事を目的としており、

上記背景を踏まえ、第2回スマート保安官民協議会の開催に向けた会場設営（オンライン接続に係る事前・当日のサポート）、

速記、議事要旨作成等の会議運営業務を行う。

◼概要

⚫ スマート保安官民協議会の開催・運営の補助、及び協議会の速記、議事要旨のとりまとめの支援を実施した。具体的には、

①会場設営の補助（オンライン開催における事前接続テストへの対応、当日の接続確認の実施を含む）、②協議会の議事

要旨の作成を行った。
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スマート保安官民協議会当該協議会の実施概要

４．スマート保安官民協議会の開催のサポート

◼ オンライン参加の協議会の参加団体とのWebexへの事前

接続テストの対応を実施し、下記の確認事項が問題ない

旨を確認した。

⚫ 確認事項：ログインの確認、カメラ映像の入出力確認、音

声の入出力確認、入室時に表示される名前の確認

◼ オンライン参加の協議会の参加団体と、協議会当日に

Webexへの接続確認を実施し、全団体が協議会に問題

なく参加した旨を確認した。

⚫ オンライン参加構成員のログインの確認及び、必要に応じて

参加団体への電話対応を実施した。

◼ 協議会前に、会場設営業務（リハーサルへの参加、協議

会会場のセット）の補助を実施した。

会場設営の補助

◼ 保安官民協議会の議事要旨を下記項目に基づいて作

成した。

（議事要旨の詳細は下記URLからご確認いただきたい）

⚫ 協議会概要（日時・場所、出席者、配布資料）

⚫ 議事内容

（梶山経済産業大臣からの冒頭挨拶、経済産業省職員

からの配布資料の説明、各構成員からの発言、梶山経済

産業大臣からの締めくくりの挨拶）

⚫ URL（第2回スマート保安官民協議会ページ）：

https://www.meti.go.jp/shingikai/safety security/sma

rt hoan/002.html 

協議会の議事要旨の作成
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日米欧における水素関連規制調査の背景・目的と概要

５．日米欧における水素関連規制調査

◼ 背景と目的

⚫ 「産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 産業保安基本制度小委員会」において「水素の利用に関する今後の保安規制面におけ

る取組（水素保安の全体戦略の策定）」の検討が進められている。

⚫ 「水素の利用に関する今後の保安規制面における取組（水素保安の全体戦略の策定）」は2022年度中を目途にしつつ、水素社会実現に向け

た全体の動きも踏まえながら、早急に検討することが求められている。

⚫ その取り組みの一環として、保安規制面からも適正な制度整備に向けた国内外の水素関連規制の現状把握を実施する必要がある。

◼ 概要

⚫ 水素に関する取り組みが進んでいるアメリカ、ドイツのバリューチェーンにおける規制動向を調査する。

⚫ 日本の水素関連規制について、パイプラインおよび受入・貯蔵における適用規制の考え方について整理する。

• 日本ではバリューチェーンにおける水素関連規制として、電気事業法、ガス事業法、高圧ガス保安法が挙げられるが、適用範囲や適用の流れ

が複雑であるため、大まかな適用の流れを把握する。

• パイプラインにおける各法律の技術要件とその対象を整理する。
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アメリカ
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EU
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ドイツ
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日本におけるパイプラインに係る水素関連規制適用の考え方

５．日米欧における水素関連規制調査 ⅱ日本におけるパイプラインに係る水素関連規制適用の考え方

パイプラインを通じた水素の供給における適用法律の大まかな考え方

ガス事業法の

適用対象か

高圧ガス保安法の

適用対象か

ガス事業法準用を適用

ガス事業法を適用

高圧ガス保安法を適用

はい

いいえ

はい

いいえ

電気事業法の

適用対象か
電気事業法を適用

はい

いいえ

◼大まかな流れとしては、ガス事業法の適用対象か否かを判断した後、高圧ガス保安法の適用を判断する。いずれに

も該当しないものについてはガス事業法準用が適用される場合がある

出所）令和３年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（国内外における水素バリューチェーン構築に際しての規制体制等に関する調査）をもとにNRI作成
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パイプラインを通じた水素の供給に関してガス事業法の適用を検討する上での対象要件の構造と論点

５．日米欧における水素関連規制調査 ⅱ日本におけるパイプラインに係る水素関連規制適用の考え方

ガス事業法

ガス事業

ガス小売

事業

一般ガス

導管事業

特定ガス

導管事業

ガス製造

事業

ガス工作物

• パイプライン供給について、適用される法規制がガス事業法か、高圧ガス保安法かが必ずしも明確でない。

• ガス事業法に定義される「ガス事業」及び「ガス工作物」については、高圧ガス保安法のうちの「高圧ガスの製造又は販

売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定」は適用されないとされている

• 「小売供給」の定義にあるの「一般」とは、不特定多数をいうが、 「不特定多数」の需要といえるかを社会通念に基づき

判断することから、その判断基準が必ずしも明確ではなく、その線引きが難しい場合があると考えられる。「一般の需要」

に対する供給に該当しない場合、ガス小売事業には該当せず、ガス事業法も適用されず、高圧ガス保安法が適用され

る場合があると考えられる。

• メタン以外の成分を主成分とするガスを供給する導管については、ガス事業法に定める事業区分のうち、一般ガス導管

事業及び特定ガス導管事業には含まれないとされている(ガス事業法施行規則3条、4条)。専ら水素を供給する導管に

ついては、現行法上は、一般ガス導管事業又は特定ガス導管事業には該当しないものと考えられる。

• 水素のパイプライン供給について、小売部分についてはガス小売事業としてガス事業法の適用対象となる場合があるの

に対し、導管部分についてはガス事業法の適用対象とならず、高圧ガス保安法の適用又はガス事業法の準用となるの

は、隣接する事業でありながら適用法令に違いが生じうる点で事業者にとって分かりにくいおそれがあると考えられる。

• 液化水素の貯蔵設備及びガス発生設備を有し、貯蔵設備の容量の合計が20万キロリットル以上であり、かつ導管と

接続している設備（液化水素受入基地）については、ガス製造事業に該当すると考えることができる。

• 「ガス工作物」とは、「ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整

圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、ガス事業の用に供するもの」をいう（ガス事業

法2条13項）。このため、水素パイプラインに関連する設備について、上記のガス小売事業又はガス製造事業のいずれ

かのために利用される設備については、「ガス工作物」としてガス事業法の適用対象になると考えられる。

• 「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう（ガス事業法2条

11号）。

▲

●

✕

●

-

-

✕

構造 適用判定と現状での論点

出所）令和３年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（国内外における水素バリューチェーン構築に際しての規制体制等に関する調査）をもとにNRI作成
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日本におけるパイプラインに係る技術要件(1/3)

５．日米欧における水素関連規制調査 ⅲ日本におけるパイプラインに係る技術要件整理

対象項目
ガス事業法 高圧ガス保安法 電気事業法

条文 規制の内容 特記事項 条文 規制の内容 特記事項 条文 規制の内容 特記事項

保安距離 第105条 防護措置
本支管を地盤面下0.6メートル以

上埋設する措置
第10条

コンビナート製造事

業所間の導管

導管を地盤面下に埋設する場合

は、次の基準によること。

導管は、その外面から他の工作

物に対し〇・三メートル以上の距

離を有し、かつ、当該工作物の

保全に支障を与えないものである

こと。

ハ 導管（防護構造物の中に

設置するものを除く。）の外面と

地表面との距離は、山林原野に

あつては〇・九メートル以下、その

他の地域にあつては一・二メート

ル以下としないこと。

ニ 防護構造物の中に設置する

導管の外面と地表面との距離は、

〇・六メートル未満としないこと。

第39条 防護装置

道路に埋設する導管は、他の地

下埋設物と交さする場合にあって

は 15 cm 以上、平行する場合

にあっては 30 cm 以上の離隔距

離を有すること。ただし、適切な

防護措置を講ずる場合は、この

限りでない。

導管を道路下に埋設する場合は、

前号（ロからニまでを除く。）の

基準によるほか、次の基準による

こと。

導管は、その外面から道路の境

界に対し、一メートル以上の水平

距離を有すること。

ハ 導管（防護工又は防護構

造物により導管を防護する場合

は、当該防護工又は防護構造

物。以下ヘ及びトにおいて同

じ。）は、その外面から他の工作

物に対し〇・三メートル以上の距

離を有し、かつ、当該工作物の

保全に支障を与えないものである

こと。

導管は、高圧ガスの種類に応じ、

その外面から住宅、学校、病院、

鉄道その他の経済産業大臣が

定める施設に対し、高圧ガスの種

類に応じ、経済産業大臣が定め

る水平距離を有すること。

海岸法(昭和三十一年法律第

百一号)第二条に規定する海岸

保全施設及びその敷地



79

日本におけるパイプラインに係る技術要件(2/3)

５．日米欧における水素関連規制調査 ⅲ日本におけるパイプラインに係る技術要件整理

対象項目
ガス事業法 高圧ガス保安法 電気事業法

条文 規制の内容 特記事項 条文 規制の内容 特記事項 条文 規制の内容 特記事項

ガス検知器の設置

第51条 漏えい検査

道路に埋設されている導管からガ

ス栓までの間に、適切な漏えい検

知装置が適切な方法により設置

されている場合

第10条

コンビナート製造事

業所間の導管

前号の二重管には、第二十九

号に規定するガス漏えい検知警

報設備を設置すること。

該当無

可燃性ガス、毒性ガス（経済産

業大臣が告示で定めるものに限

る。）又は特定不活性ガスの導

管系には、当該ガスの種類及び

圧力並びに導管の周囲の状況に

応じ、必要な箇所に、ガス漏えい

検知警報設備又は漏えい検知

口を設けること。

ガス漏えい検知警

報設備（導管）

本基準「36. ガス漏えい検知警

報設備とその設置場所（導管

系を除く。）」の1．及び2．の基

準

ガス漏えい検知警

報設備とその設置

場所（導管系を

除く。）

検知警報設備は、接触燃焼方

式、隔膜ガルバニ電池方式、半

導体方式その他の方式によって

検知エレメントの変化を電気的

機構により、あらかじめ設定された

ガス濃度（以下「警報設定値」

という｡)において自動的に警報す

るものであること。

警報設定値は、設置場所におけ

る周囲の雰囲気の温度において、

可燃性ガス又は特定不活性ガス

にあっては爆発下限界の1/4 以

下の値。

検知警報設備のガスの警報精

度は、警報設定値に対し、可燃

性ガス用又は特定不活性ガス用

にあっては±25％以下

道路に埋設されている導管からガ

ス栓までの間に、適切な漏えい検

知装置が適切な方法により設置

されている場合（当該装置が漏

えいを検知することができる部分

に限る。）

第114条
漏えい検知装置の

規格及びその設置

方法

省令第51条第２項第１号及び

第３項第１号に規定する「適切

な漏えい検知装置」とは、次の各

号に適合するものであること。
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日本におけるパイプラインに係る技術要件(3/3)

５．日米欧における水素関連規制調査 ⅲ日本におけるパイプラインに係る技術要件整理

対象項目
ガス事業法 高圧ガス保安法 電気事業法

条文 規制の内容 特記事項 条文 規制の内容 特記事項 条文 規制の内容 特記事項

付臭義務

第22条 付臭措置

ガスの使用者及びガスを供給する

事業を営む者に供給されるガス

（ガスを供給する事業を営む者

に供給されるものにあっては、低

圧により供給されるものに限

る。）は、容易に臭気によるガス

の感知ができるように、付臭され

ていなければならない。
該当無 第54条 附臭措置

導管によりガス（可燃性ガス又

は毒性ガスに限る。以下この条に

おいて同じ。）を輸送する場合に

あっては、容易に臭気によるガス

の感知ができるようにガスに附臭

しなければならない。

第77条 付臭措置

省令第22条に規定する「容易に

臭気によるガスの感知ができる」

及び「臭気の有無の感知ができ

る」とは、次の各号のいずれかに

掲げる方法及び頻度等で測定し、

ガスの空気中の混合容積比率が

容量で1000分の１でにおいが確

認できることをいう。

天然ガス配管の

水素混入
第118条

託送供給約款に

おいて定めるべき

事項

託送供給を行うことができるガス

の熱量等の範囲、組成その他の

ガスの受入条件に関する事項

該当無 該当無





82

日本における受入・貯蔵に係る水素関連規制適用の考え方

５．日米欧における水素関連規制調査 ⅳ日本における受入・貯蔵に係る水素関連規制適用の考え方

水素（気体）の受入・貯蔵に関する適用法律の考え方

想定されるケース 適用法律

• 受入等設備が、発電設備の敷地内に設置され、受入等設備において受

け入れられた水素が、当該発電設備のみに供給される場合
電気事業法

• 当該受入・貯蔵の設備（以下「受入等設備」という。）が導管に接続さ

れ、当該導管を通じて一般の需要に対して気体の水素を供給する場合

• ガス製造事業、ガス工作物を対象に法律が適用される

ガス事業法

• 上記いずれにも該当しない場合において、高圧の水素を伴う受入・貯蔵

設備を設置する場合

• 「特定製造事業所」に該当する場合、該当しない場合それぞれにおいて

法律が適用されsる

高圧ガス保安法

• ガス導管への接続がなく、発電事業に用いられるものでもなく、かつ製造・

貯蔵する水素が高圧ガスに該当しない場合

上記いずれの法律も適用さ

れないものと考えられるが、

それが立法政策として適切

か否かは検討を要する

◼電気事業法又はガス事業法の適用を判断した後、いずれにも該当しない水素を伴う受入・貯蔵設備を設置する場

合、高圧ガス保安法の適用かを判断する

出所）令和３年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（国内外における水素バリューチェーン構築に際しての規制体制等に関する調査）をもとにNRI作成




